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自己資本の充実の状況等に係る説明資料

平成28年9月末自己資本比率等の概要� 40

本ページ以降は、銀行法第21条に基づく開示事項のうち、自己資本の充実の状況に係る事項（平成26年金融庁告示第7号）及び流動性に係る経営の健全性の状況に係る事項（平成27年

金融庁告示第7号）について記載しています。なお、本ページ以降における「自己資本比率告示」とは、平成18年金融庁告示第19号を指し、「流動性カバレッジ比率告示」とは、平成26年

金融庁告示第60号を指しています。諸計数は原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。
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